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研究成果の概要（和文）：　新自由主義教育改革の教育法的及び教育制度論的分析を行う本研究を4年間にわたり行っ
てきた。成果は大きく2つあった。第1は、公教育の無償性原理と新自由主義教育改革との矛盾を法解釈論的及び法制史
的に明らかにし、公教育の無償性を実現する代替的な教育法性の骨格を明らかにしたことである。第2は、憲法および
国際人権準則に基づく政府の学校制度整備義務の内容的構成を明らかにし、新自由主義教育改革のもたらす学校制度的
基準の融解を批判的に検討する座標軸を設定したことである。

研究成果の概要（英文）： The fruits of this research project are two-folds. First, this research clarifies
 how the neo-liberal education reform contradicts the principle of free public education and proposes the 
outline of the educational finance law which alternates the neo-liberal education reform. Second, this res
earch identifies the government's obligation under the Constitution and the international human right trea
ties to establish the educational system, and clarifies the details of this obligation.  
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１．研究開始当初の背景 
 新自由主義という政治原理に基づく教育
法制改革が日米において進展しているのを
受けて、新自由主義教育改革の内実を明らか
にするとともに、それを教育人権という観点
から評価することが研究的な課題として浮
上することとなった。 
 
２．研究の目的 
本研究は、日本と米国で進行している新自

由主義教育改革を教育法的および教育制度
論的に総合的に分析することを目的として
いる。 
この目的を実現するために、①新自由主義

教育改革の目的である普通教育の終了年齢
の 15 歳への切り下げを内容とする学校体系
の改革、②その手段となっている教育行政の
組織と権限の改革、③教育財政の機能の改革、
そして、これらの改革の結果浮上する学校体
系、教育行財政そして政府間関係の全体を、
立憲主義のもとにおける法規範の機能、教育
人権(教育における自由と平等)および教育行
財政制度原理という 3つの視点から分析を加
えることをさらに具体的な目標として設定
した。 

 
３．研究の方法 
本研究においては解釈論、政策論、および

制度論の3つの次元に分けて新自由主義教育
改革を教育人権という観点から批判的に検
討するという方法がとられた。 
解釈論の次元においては、比較という手法

が用いられ、アメリカ教育法および国際人権
準則と、日本国憲法との比較により、新自由
主義のもとにおいて生じている教育人権に
関連する問題の共通性を明らかにすると同
時に、新自由主義教育改革に対して、比較に
よって明らかにされた共通の規範な言いよ
うがいかなる評価を下すことになるのかを
明らかにしようとした。 
政策論の次元においては、日本における改

革の先導的自治体である東京都に焦点が合
わせられ、東京都における改革の内容の特徴
が明らかにされるのと同時に、進学率抑制政
策と親の教育要求との矛盾、教師の専門性と
の矛盾、改革が子どもに与えるプレッシャー
と子どもの権利との矛盾、さらには、教育イ
ンフラの拡充に対する住民の要求とその削
減を求める改革との間の矛盾を分析するこ
ととした。 
制度論の次元においては、教育条件整備基

準ないしは学校制度的基準および教育財政
移転制度に焦点が合わせられ、戦後における
教育条件整備基準と教育財政制度の変遷を
明らかにし、その中に置いた場合の新自由主
義に基づいて新しく登場している関連する
制度の特徴と問題点を日本を素材として分
析することとした。 
 
 

４．研究成果 
成果は大きく５つあった。 
第 1は、公教育の無償性原理と新自由主義

教育改革との矛盾を法解釈論的及び法制史
的に明らかにし、公教育の無償性を実現する
代替的な教育法制の骨格を明らかにしたこ
とである。 
日本国憲法 26 条が義務教育を無償として

いるにもかかわらず、無償の範囲が授業料お
よび検定教科書に限定されることになった
歴史的経緯を教育財政史の中に置いて明ら
かにし、教育法制史研究の空白を埋めること
ができた。また。憲法 26 条解釈につき、憲
法 13 条が経済的自由よりも広い幸福追求権
を規定している以上、いかなる生の構想を持
つのであれ、それらに共通して普遍的に求め
られている教育、具体的にはある特定の職業
に就くために必要とされている専門的能力
の基礎まで無償とすることが原理的に要請
されていることを、国際人権法との比較によ
り明らかにした。 
第 2は、戦後日本における教育財政移転制

度の歴史的変遷の特徴を明らかにしたこと
である。戦後教育改革期において子どもの必
要を満たす全国的教育条件基準に、国庫負担
制度をセットするという福祉国家的構想が
文部省内にありながらも、シャウプ勧告の描
く地方分権を中心とする自由主義国家的教
育財政制度の前に日の目を見なかったこと、
それでもなお、1958 年の義務教育標準法の制
定に至るまではそのモメントが残っていた
ことなど、これまでの教育財政史研究とは異
なる新しい歴史像を描くことに成功した。 
第 3は、憲法および国際人権準則に基づく

政府の学校制度整備義務の内容的構成を明
らかにし、新自由主義教育改革のもたらす学
校制度的基準の融解を批判的に検討する座
標軸を設定したことである。 
第 4は、保育改革にも応用されている新自

由主義的手法を分析し、それを国際人権準則、
特に子どもの権利条約に基いて批判的に分
析したことである。この成果の基礎になった
のは国連子どもの権利委員会が日本政府第 3
回報告書の審査に基づいて 2010 年に採択し
た最終所見の分析であった。この分析も研究
成果として公表している。 
国際人権法においては応益負担原則が排

除され、応能負担原則が原則とされているこ
とをもとにして、応能負担原則から応益負担
原則へとその財政構造を変容させようとし
ているいわゆる「新システム」の特徴と問題
点を浮かび上がらせることができた。 
第 5は、新自由主義教育改革の先導的自治

体であった東京都を分析の対象として、新自
由主義教育改革がもともとは新しい経済に
求められる労働力構成に応じて高等教育進
学率を抑制することをその狙いとしていた
のに対して、バブル経済崩壊以降、都内の 4
大進学率が上昇し、改革の狙いと新学行動の
間に鋭い矛盾が生まれていることを明らか



にした。 
加えて、新自由主義教育改革がその内容と

している学校体系改革に関連して、地域で育
ち、地域で生きていくことになる非エリート
の子どもたちに焦点を当てた学校体系論で
あることを明らかにした。 
第 6は、責任という観点から、戦後教育改

革立法、1960 年代以降の文部省官僚統制型教
育法制、そして、1980 年代以降に展開してい
る新自由主義教育改革立法を比較検証し、英
語論文として公表したことである。 
戦後教育改革においては、教育の直接責任

制に基づく教育法制が確立したこと、1950 年
代後半以降それにもかかわらず、それに間接
責任制という観点から修正を加える動きが
当時の政権与党によってとられ、文部省官僚
統制型とでも言える法制が拡大していった
こと、そして、新自由主義教育改革の進展に
より、内閣府を頂点とする結果責任型教育法
制（成果と貨幣の配分とが連動する法制）と
でも言える法制が、直接責任対間接責任との
間の対立の中に割り込んできたこと。結果、
現在においては3つの型がせめぎ合っている
ことを明らかにしている。 
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